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破
産
･和
議
手
壇
上
の
債
権
表
と
債
務
名
義

-

併

せ

て
我

が
大
審
院

判

例

に
就

て
ー

斎

藤

営

三
郎

1

債
務
者
に
封
す
る
破
産
申
立
が
適
法
に
L
TiJ
且
埠
由
め
る
と
き
は
'
破
産
裁
判
所
は
其
債
務
者
に
勤
し
破
産
の
宣
告

-ヽノ

)

を
属
す
の
で
あ
る
註
)｡
而
し
てJ破
産
宣
薯
を
試
す
場
合
に
於
七
は
'
破
産
裁
判
所
は
t

i
債
権
届
出
期
間
二

第

一
回

′_1､

(

~ヽノ

､ーノ

ヽ
ヽ

の
債
権
者
集
合
及
び
三
債
権
調
査
期
日
h
l是
ゆ
且
囲
破
産
管
財
人
を
選
任
す
る
乙
亡
を
要
す
る
(破

1
四
二
健
)
｡
債
権

′し

′し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

届
出
期
間
は
.
破
産
宣
告

の
日
よ
旦

一週
間
以
上
四
月
以
下
な
る
rJ
p,J
並
に
第

1
回
の
債
権
者
集
膏
の
期
日
は
破
産
宣

告
の
日
よ
り

7
月
内
な
る
乙
亡
を
宴
L
t
又
債
権
調
査
期
日
は
債
権
届
出
期
間
の
東
口
よ
h

山
週
間
乃
至

一
月
の
期
間

後
有
る
rJ
u
を
要
す
る

(同
僚
)
0

(謹
)

破
産
申
立
書
に
相
嘗
印
紙
の
貼
用
今

O
J
lと
申
立
人
が
申
立
槽
包
有
す
る
こ
と
叉
に
申
立
人
の
嘗
事
者
訴
訟
能
力
等
に
欠
敏
な
き

J
･･J等
が
通
法
要

破
産

.
和
議
手
綾
上
の
債
権
表
と
債
務
名
義

(三
二二)

)



第
五
十
五
魯

孝

二
班

(三
7
四
)

二

伸
で
あ
る

へ拙
著
破
産
法
大
網
二
八
入
貢
以
下
.'
同
日
水
破
産
法
八
〇
貫
以
下
)
O
而
し
て
私
の
解
す
ろ
所
に
依
れ
ば
'
被
申
立
人
た
る
債
移
者
に
破
産
原

因

(支
排
不
能
､
支
排
停
止
又
は
債
務
超
過
)
あ
そ

l
と
の
外
_こ
'
倍
多
数
債
槽
者
の
存
在
す
る
こ
と
な
要
す
る

(拙
著
前
掲
)
｡

Eii

〓
'

い破
産
債
権
者
が
破
産
手
檀
上
申
等
の
稗
捧

(配
普
)
を
得
ん
と
欲
せ
ば
'
裁
判
所
の
定
吟
た
る
債
権
届
出
期

間
(A
n
m
etd
frist)内
に
其
債
権
の
額
及
び
原
因
'
若
し

一
般
の
先
取
特
権
其
他

1
股
の
慶
発
権
あ
る
亡
き
は
'
其
権
利

を
裁
判
所
に
届
出
て
且
つ
英
語
接
書
類
又
は
其
暦
本
若
-
は
抄
本
を
提
出
す
る
こ
と
を

要

す

る

(破
二
二
八
健
第

1

項
)
｡破
産
者
に
封
L
y
抵
昏
梧
又
は
質
権
等
を
有
す
る
別
除
権
者
は
'
右
'に

定
め
た
る
事
項
の
外
に
筒
別
除
権
の
日
的

及
び
其
行
使
に
依
り
て
蹄
密
を
受
-
る
rJ
E
髄
は
き
る
べ
き
穫
存
債
権

(来
経
線
定
樺
額

)
か
届
出
づ
る
乙
U
を
要

す
る
(同
保
第
二
項
)
0
倍
破
産
債
権
に
付

き
破
産
電
食
昏
時
訴
議
が
裁
判
所
に
繋
属
す
る
亡
き
は
'
破
産
債
権
者
は
債

樺
額
及
び
其
原
因

二

股
の
先
取
特
権
其
他

一
般
の
優
先
撃

の
る
と
き
は
其
権
利
)
の
外
に
繋
属
裁
判
所
件
名
及
び
番

淡
を
届
出
づ
る
rJ
と
を
要
す
る
(同
債
箪

二
項
)
｡
而
し
て
届
出
期
間
は
他
の
事
項
LIJ
共
に
之
れ
を
灸
督
す
る
rJ
だ
を
要

す
る
の
み
覆
ら
ず
'
知
れ
た
る
債
棒
者
に
は
郵
便
を
以
て
之
れ
を
速
達
す
る
を
必
要
だ
す
る

(破

1
四
三
傑

一
項
三
戟

二
項
'

一
一
八
健
)
0

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
l
ヽ

届
出
期
間
の
開
鶴
前
の
届
出
は
'
許
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

Y.
裁
判
所
は
之
れ
を
掛
酌
す
べ
き
で
あ
る
'
特
に
破
産

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

■ヽ

債
権
に
封
す
る
時
敦
中
断
に
付
七
は
'
其
届
出
の
時
を
以
て
英
数
カ
を
生
ず

る
｡
破
産
宣
菅
前
に
於
け
る
届
出
は
右
に

反
し
無
数
で
あ
る
'
蓋
し
債
権
者
は
其
債
権
に
付
七
の
破
産
上
の
請
求
は
破
産
事
績
の
開
始

(破
産
宣
告
)
を
前
提
だ



す
る
か
ら
で
あ
る
Q
さ
れ
ば
破
産
宣
菅
の
申
立
に
架
け
る
債
棟
の
主
張
は
'
債
樺
の
届
出
亡
は
な
ら
k･6
5
の

で
あ

る

(W
otf
K
om
m
,
2
te
A
uP
S
t38.A
n
r
n
3
;
P
e
t
e
r
sen=
K

le
in
fe
11e
r
S
138
A
n
m
.4
)

｡

ヽ
ヽ
._
ヽ
ヽ

届
出
の
形
式
に
付
で
は
'
猫
逸
紋
産
法
第
百
三
十
九
修
に
は

｢
届
出
.t
書
面
ヲ
以
一ア
裁
判
所

二
提
出
シ
叉
'1

裁
判
所

書
記
ノ
調
書

二
記
入
セ
シ
メ
一ブ
之
ヲ
虜
ス
コ
･L
ヲ
得
L

E
の
明
文
が
あ
る
｡
さ
れ
は
猫
逸
旗
の
下
に
於
七
は
'
債
権
者

ヽ
ヽ

は
書
面
又
は
口
蔭
を
以
て
債
権
の
届
出
を
虜
す
乙
rfJ
を
得
る
は
勿
論
言
を
侯
た
ぎ
る
所
怒
る
79
'
我
国
に
於
七
は
猫
逸

法
の
如

き
直
接
の
明
文
な
き
も
'
亦
伺
榛
に
解
す
べ
き
で
あ
る
O
蓋
し
我
が
破
産
法
第
百
十
四
傍
に
は

｢
破
産
手
唐

こ

ヽ
l

ヽ
ヽ

関

ス
ル
申
立

㊤
陳
蓮
及
抗
告

TT
書
面
又
'1

口
頭
ヲ
以
tブ
之
ヲ
翁
ス
r.
J･
ヲ
得
｣
だ
明
記
し
あ
る
を
以
二

後
て
債
権
者

は
債
権
の
届
出
を
書
面
又
は
口
頭
を
以
て
秀
す
rJ
亡
を
得
る
も
の
ryJ
解
す
る
を
得
る
か
ら
で
あ
る
O
而
し
て
口
頭
を
勝

て
債
権
S
t届
出
を
為
す
場
合
に
於
で
は
'
裁
判
所
書
記
は
'
調
書
を
作
る
べ
き
も
の
で
あ
る

(破

叫
〇
八
倍
'
民
詐

l,

五
〇
催
)
｡

確
定
の
終
局
判
決

⑳
偶
執
行
の
写
言
を
付
し
た
る
終
局
判
決
に
基
-
破
産
債
樺
並
に
盆
語
人
の
作
成
し
た
る
教
正
経

■ヽ
l

'ヽ
一

書
◎
訴
諮
上
の
和
解
調
書
請
求
の
認
諾
に
依
る
桟
鍵
債
権
等
の
如
u
J所
謂
債
務
名
車

V
.11sh･eckung-od
･E
xeku
tions･

t
i
t
e

t
)

あ
る
破
産
債
樺
ビ
艦
も
'
之
れ
を
届
出
づ
る
こ
W
を
要
す
る
{3
蓋
し
破
産
法
第
二
百
四
十
八
修
に
依
れ
ば
'
戟

街
カ
あ
る
債
務
名
義
叉
は
終
局
到
決
あ
る
破
産
債
標
に
付
で
は
異
議
む
述
べ
'
従
〆し
異
議
者
は
真
読
の
訴
談
を
提
起
す

べ
き
,P
の
在
る
rJ
TJ
が
明
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(前
野
民
破
産
法
三
八
二
貢
以
下
参
照
)
o

破
産
｡
和
議
手
繰
上
り
便
相
乗
と
債
務
名
義

(
三
小
五
)

三



第
五
十
五
奄

第
三
戟

(三
H
()

四

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

回

債
権
届
出
期
間
は
･
墓

所
語
の
所
謂
不
警

問

(
N
.
-fris
t.)
育
-

･
畏

ば
屈
F
,O
,(
晶

質

が
芸

に
蹄

す
.,(
か
ら
き
る
事
由
に
由
-
其
期
間
を
遵
守
す
る
rJ
ビ
篤
は
き
る
場
合
に
於

等
P
t
貰
追
完
を
詔
む
べ
当
も
叫
で

ヽ
ヽ
■ヽ
■ヽ

な
い
(民
訴

11
五
九
憤
参
照
)
O
叉
此
期
間
は
除
斥
期
間

(Praklusi.fl･ist)
に
も
あ
ら
き
る
を
以
t
t
期
間
経
過
後
に
於

七
も
'
債
権
者
は
欄
債
権
の
届
出
を
薦
す
rJ
E
を
得
る
も
'
然
し
其
調
査
の
虐
め
に
特
別
期
日
を
定
む
る
必
要
あ
る
べ

-
'
此
場
合
に
要
す
る
費
用
を
届
出
債
権
者
が
負
控
す
る
の
不
利
益
が
あ
る
(破
二
三
四
僕
'
二
三
六
健
)
｡

債
権
届
出
期
間
は
､
前
記
の
如
-
破
産
宣
告
の
E
よ
り
二
週
間
以
上
四
月
以
下
の
範
琴
円
に
於
V
.
裁
判
所
は
事
件

の
大
小
軽
重
及
び
債
権
者
の
多
少
等
に
従
S
.
自
由
裁
量
に
依
h
t
其
長
短
を
定
ひ
る
乙
芋
曾
得
る
の
で
あ
る
｡
尤
も

二
週
間
以
上
四
月
以
下
の
法
定
期
間
を
裁
判
所
は
伸
張
し
叉
は
短
縮
す
る
rJ
.,J
を
得
る
｡
何
･yJ
成
れ
ば
'
前
に
述
べ
た

る
如
-
'
届
出
期
間
は
不
舜
期
間
に
あ
ら
ざ
る
を
以
V
.
堆
く
民
事
訴
議
決
第
百
五
十
八
憶
蔚

山
項
の
所
謂

｢
裁
判
所

.1
法
定
期
間
ヲ
伸
張

シ
又

'1
之
ヲ
短
縮
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
但
シ
不
壁
期
間

'1
此
ノ
限

二
在
ラ
ス
｣
在
る
規
定
を
準
用
し
得

る
か
ら
で
あ
る
(破

l
〇
八
保
).
さ
れ
ば
届
出
期
間
の
最
知
期
間
を

7
週
尚
内
に
又
其
最
長
期
問
を
五
月
A,J
も
属
す
乙

}J
を
得
る
の
で
あ
る

(S
euffert
K

onkursprocessreChtS
･2
5
2
)
.

裁
判
所
の
届
出
期
間
の
長
短
に
付
七
の
裁
判
が
其
皆
を
得
ず
L
v
.'
或
は
短
き
に
過
ぎ
或
は
長
さ
に
失
す
る
場
合
に

於
て
79
t
rJ
れ
が
虜
め
に
破
産
事
績
の
爾
後
の
手
憶
を
無
効
ビ
嚢
す
も
の
で
は
な
い

(Jaeger
K
o
m
m
･
B
d
L
r･
S
t38
.

iV
･
S
･
)83)｡
然
れ
SJ
も
破
産
者

･
破
産
管
財
人
又
は
各
破
産
債
権
者
は
即
時
抗
告
を
以
て
其
期
間
の
短
縮
叉
は
伸
張



の
麺
更
を
求
ひ
る
乙
己
を
得
る
(破

二

二
億
)(読
)
O

へ
註

)

J
a
e
g

er
a･a
,
0
,･
S
cu
ffert
tP
a
.
0
;

P

ctc1･Sen･k
lein
fe
lter
S.476
A
n
m
,I?･反
封
祝
は

E
n
d
m
an
n
D
a
s
d
c
u
tseh
e
K
V
,
S,･5
1
7
0

l

ノ

ヽ

ヽ

ヽ

三
'
イ
'
破
産
債
権
者
が
債
権
の
届
出
を
属
し
た

る

亡
き

は
'
裁
判
所
書
記
は
'
薄
め
作
成
し
置
き
た
る
債
権
表

′_＼

(
T
a

b
ett
e
)

に
債
権
者
の
氏
名
及
び
任
所
'
債
権
の
額
及
び
原
田
'
優
先
権
あ
る
と
き
は
其
権
利
並
に
別
除
権
者
の
辞

済
未
了
残
額
等
計
畠

哉
す
る
乙
ヾ
)を
要
す
る
(破
二
二
九
億
第

一
項
)
｡
裁
判
所
書
記
は
'
債
権
届
出
の
適
否
及
び
其
内

容
を
調
査
す
る
の
碇
眼
を
有
せ
ざ
る
を
以
て

不
適
法
又
は
不
普
在
る
届
出
と
雄
も
'
之
れ
を
債
権
表
に
記
入
す
る
こ

W
を
要
す
る
O
而
し
て
裁
判
所
書
記
は
'
債
権
表
の
謄
本
を
作
成
し
且
之
れ
を
破
産
管
財
人
に
交
付
す
る
rJ
E
を
必
要

だ
す
る
(同
僚
二
項
)
O
届
出
に
関
す
る
書
頬
及
び
債
権
表
は
'
利
害
蘭
係
人
の
閲
覚
に
供
す
る
薦
め
'
之
れ
を
裁
判
所

に
偏

へ
置
-
rJ
E
を
要
す
る
(横
二
三
〇
候
)
.

可
,
債
権
の
届
出
あ
り
且
其
債
権
に
付
き
債
措
表
が
作
成
せ
ら
れ
禿
る
と
き
は
,
各
其
届
出
債
権
に
付
き
債
権
者
の

(

ヽ

▼ヽ

氏
名
及
び
任
所

｡
債
権
の
額
及
び
原
田
並
に
債
権
表
に
記
載
す
.べ
き
其
他
の
事
項
を
調
査
す
る
乙
,,J
h
l要
す
る

(破
二

三

l
傍
)
O而
し
て
此
調
査
は
､
破
産
裁
判
所
が
破
産
宣
告
ご
淘
時
に
定
め
た
る
債
権
調
査
期
日

(之
れ
を
債
権
調
査
の

一
般
期
日
}J
耕
す
)
に
於
て
調
査
す
る
を
原
則
ご
す
る
.
尤
も
破
産
債
権
者
か
債
権
調
査
の

!
般
期
日
後
に
債
権
を
届

出
て
光
る
yJ
き
文
は
破
塵
債
権
者
の
届
出
債
権
に
し
て
届
出
期
間
経
過
後
の
届
出
に
係
り
雨
も
破
産
管
財
人
及
び
他
の

▼ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

破
産
債
樺
者
の
異
議
あ
り
た
る
亡
き
は
'
特
に
債
権
調
査
の
特
別
期
日
を
定
め
'
此
期
日
に
其
横
棒
の
調
査
を
属
す
の

破
産

･
和
議
手
続
上
の
償
機
乗
と
億
欝
名
義

(
l三

七
)

五



夢
五
十
五
巷

第
三
戟

ハニ
ー
八
)

大

で
あ
る
(破
産
二
三
E
I僕
乃
至

三

六
億
)
｡

1
股
の
債
梧
調
査
期
日
は
'
国
頭
に
記
哉
し
た
る
如
-
'
横
棒
届
出
期
間
の
末
日
よ
も
起

算
し
て

一
週
間
以
上

7
月ヽ

以
下
の
期
間
経
過
後
に
於
て
之
れ
を
定
ひ
る
rJ
E
を
要
す
る
.
即
ち
債
権
届
出
期
間
と

1
紋
の
債
梧
調
査
期
間
と
の
中

ヽ
ヽ
ヽ

間
期
間

(Z
e
itra
u
m
)は
少
-
も

一
週
間
又
多
-
.fJ
も

一
月
の
時
間
を
存
す
る
こ
と
を
要
す
る
｡
尤
も
場
命
に
依
-
て
は

裁
判
所
は
'
債
権
の

7
般
調
査
期
日
と
第

1
回
の
債
権
者
集
合
期
日

(此
期
日
は
破
産
宣
告
の
日
よ
-

i
月
内
な
る
乙

}J
を
要
す
る
)
己
を
併
合
す
る
こ
と
を
得
る
を
以
て
(破

1
g
ll
一俵
二
項
)
'
其
併
合
の
場
合
に
於
て
は
'

一
般
の
債
権

調
査
期
日
が
債
梧
届
出
期
日
の
末
日
よ
り

一
月
を
経
過
せ
ざ
る
以
前
に
指
定
せ
ら
れ
る
乙
だ
が
あ
ら
得
る
O
而
し
て

1

舷
の
債
権
調
査
期
日
だ
債
権
届
出
期
間
の
末
日
tJ
の
中
間
期
間
に
閲
す
る
裁
定
は
'
強
行
規
定
に
あ
ら
ず
し
て
訓
示
的

規
定

(Sollv
oISC
h
r
i
f
t
)

在
る
を
以
t
t
之
れ
に
蓮
反
し
た
れ
ば
だ
て

(即
ち
早

き
期
日
叉
は
遅
さ
期
日
に
於
て
調
査

ヽ
ヽ

せ
る
乙
と
)
'之
れ
が
翁
め
に
'
其
債
権
に
付
七
の
確
定
を
無
数
た
ら
し
ひ
る
の
で
は
在
い
'
然
し
利
害
関
係
人
は
'
中

間
期
問
と
不
皆
に
存
置
せ
る

一
般
債
権
調
査
期
日
の
指
定
に
封
L
t
即
時
抗
告
を
以
て
不
服
を
申
立
つ
る
rJ
w
を
得
る

の
で
あ
る
(証
)0

(
読
)

J
a
e
g
e
r
佃
)
3
8
･
Z
V
;

M

entzet
K

om
m
,4te
A
u
n
S
.
4
7
7
,
A
n
n
.3
;P
e
te
r
se
n
〃
R
te
in
felle
r
a
.a
.0
,;
S
e
n
fFe
r
t
S,9
5
8
･

こ

E2ii

て

へ

債
権
調
査
の

一
役
期
日
又
は
聴
別
期
日
に
於
て
'
前
に
述
.I(
光
る
如
-
'
届
出
債
標
に
付
き
債
権
者
の
氏

(



名
及
び
任
所

◎
債
権
の
報
及
び
腰
晦

⑳
債
鬼
樺
の
存
否
並
に
別
除
権
の
目
的
及
び
其
弊
経
線
定
額
等
を
調
査
す
る
も
の

ヽ

■ヽ

で
あ
っ
て
'
而
し
て
破
産
管
財
人
及
び
彊
頭
せ
る
他
の
破
産
債
権
者
は
'
其
届
出
事
項
に
封
L
t
異
議
を
主
童
す
る
rJ

}J
を
得
る
(破
二
九
〇
候
)
)
若
し
畢
期
日
於
で
鹿
等
の
者
が
異
議
を
豊
浜
せ
き
る
亡
き
は
'
債
権
の
額
及
び
優
先
権
は

ヽ
ヽ

確
定
す
る
(同
債
)
.
尤
も
別
除
権
者
り
債
権
に
あ
-
LJ
は
'
其
債
権
の
金
額
に
於
て

確
定
し
.
英
文
沸
不
足
濠
定
額
は

確
定
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
L

t

jp
配
皆
賓
魔
の
時
に
至
り
lt
始
め
て
確
定
す
る
O

ヽ
ヽ

可
,
破
産
者
も
其
届
出
債
権
に
封
し
異
議
を
主
張
す
る
rJ
三

島

る
は
勿
論
な
る
も
'
其
異
議
は
債
標
の
額
及
び
塵

′__＼

'
'
'
'
'
'
_
'
'
'
'
_
J'

先
権

の
確
定
に
付
七
は
'
何
等
の
影
響
が
な
い
の
で
あ
る
o
而
し
て
確
定
債
権
に
付
き
之
れ
を
債
権
表
に
記
載
す
る
亡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

き
は
､
其
記
載
は
'
破
産
債
権
者
の
舎

員
に
激
し
確
晃
判
決
だ
同

1
の
効
力
を
有
す
る
(破
二
四

一
倭
'
二
四
二
僚
)0

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

破
産
者
の
異
議
を
右
の
如
-
破
産
手
番
に
於
イ壷

効
力
を
認
め
き
る
理
由
は
'
若
し
冥
異
議
の
効
力
を
認
め
な
ば
'

破
産
者
は
徒
に
其
異
議
を
蓬
張
す
る
乙
ビ
･,J
慮
り

従
LTJ破
産
事
績
の
進
行
を
阻
害
す
る
に
至
る
+,(
-
'
叉
破
産
者
の
異

議
を
述
ぶ
る
が
如
き
場
合
に
は
'
概
ね
破
産
管
財
人
は
破
産
債
権
者
に
於

ても
亦
異
議
だ
述
ぶ
る
乙
,1J
あ
る
べ
き
を
辺

Y
.
経
て
破
産
者
の
異
議
に
付
き
英
数
カ
を
破
産
ヰ
寝
上
に
於
て
認
め
き
れ
ば
1J
て
p
破
産
者
に
過
酷
で
も
覆
い
か
ら

で
あ
る
｡
然
し
破
産
者
の
異
議
は
'
破
産
手
番
外
に
於
て
､
英
数
カ
を
認
ひ
る
の
で
あ
る
O
即
ち
破
産
者
が
異
議
を
述

p
p
_
ヽ
ヽ
ヽ

ぶ
る
u
さ
は
'
債
権
表
の
記
載
は
破
産
者
に
醤
L
p
確
定
判
決

だ同
7
の
致
カ
を
有
せ
覆
い
の
で
あ
っ
て
'
経
っ
て
英

債
権
表
の
記
載
に
基

き
破
産
手
樽
以
外
に
於
二

倍
接
着
は
破
産
者
に
封
し
強
制
執
行
を
翁
す
乙
}J
を
得
筏
S
の
で
あ

破
産
和
民
事
繰
上
の
債
権
表
と
儀
捗
名
義

(17二
九
)

七



第
五
十
五
令

弟
三
波

〇
二
二
〇)

八

る
(破
二
八
七
健
二

二
二
八
憶
反
射
解
滞
)
0

〓
'
調
査
期
日
に
於
て
破
産
管
財
人
も
叉
届
出
債
権
者
79
共
に
異
議
を
述
べ
き
り
し
確
定
債
権
に
付
き
破
産
者
79
亦

ヽ
ヽ
一
ヽ
ヽ
l
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

其
期
日
に
異
議
を
述
べ
き
り
し
亡
き
は
'
之
れ
に
関
す
る
横
棒
表
の
記
載
は
'
破
産
者
に
革
し
確
定
判
決
AfJ
同

1
の
判

ヽ
ヽ
ヽ
■一
ヽ
ヽ

決
計
肴

す
る
に
至
り
V
.

一
の
債
務
名
義
と
慮
る
の
で
'
債
権
者
は
破
産
終
結
の
後
其
債
権
表
の
記
載

(債
務
名
義
)

に
基
き
.
債
務
者
に
射
し
強
制
執
行
を
為
す
rJ
E
を
得
る
の
で
あ
る
(破
二
八
七
億
二
二
二
八
燥
)
o

債
権
者
が
'
未
済
残
額
に
付
き
破
産
終
結
の
後
､
債
務
者
叉
は
破
産
者
に
暫
し
強
制
戟
街
を
属
し
得
る
乙
と
}J
属
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
る
は
'
是
れ
即
ち
､
不
免
責
主
義

(N

.n
Dischar
ge)
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
o
英
観
法
に
於
七
は
'
原
則
ビ
し
て

ヽ
ヽ
P

免
責
主
義
を
採
用
し
て
屠
る
Ĵ

我
が
観
に
於
で
も
或
る
制
限
の
下
に
免
茸
主
義
を
採
用
す
べ
き
も
の
覆
る
乙
だ
は
｡
私

は
己
に
他
の
機
骨
に
於
七
度
々
述
べ
た
所
で
あ
る

(拙
著
破
産
法
及
和
議
法
研
究

1
巻
二
〇
〇
頁
'
法
畢
志
林
三

1
馨

二
戟
七
五
頁
以
下
)
0

三

I
.
前
に
述
',(
光
る
が
如
-
'
債
権
者
が
破
産
者
に
封
す
る
債
務
名
義
あ
る
債
権
を
有
す

(確
定
判
決
又
は
灸
立
詔

書
に
依
る
債
権
)
ビ
壁
も
'
破
産
事
務
上
配
皆
を
受
け
ん
だ
欲
せ
ば
'
債
権
届
出
の
上
債
権
調
査
数
受
け
之
れ
を
債
権

'
P
'
_
p
P
'
P

表
に
記
載

(確
定
判
決
と
同

1
の
効
力
を
有
す
る
新
債
務
名
義
)
ru
れ
ね
は
な
ら
粕
の
で
あ
る
｡
問
題
は
新
允
に
債
務

'
'

J_
'
'
'
'

名
義
と
感
h
光
る
債
権
表
だ
鷺
債
務
名
義
}J
の
効
力
に
付
で
の
関
係
で
あ
る
.
其
関
係
に
何
て
は
､
破
産
法
に
何
等
の



規
定
が
覆
い
の
で

経
て
萄
債
務
名
義
の
効
力
は
其
後
新
に
債
務
名
義
u
為
り
た
る
債
権
表
に
依
り
治
城
に
拓
し
た
る

も
の
TLl･6わ
や
'
双
方
併
宰

し
て
互
に
其
効
力
を
有
す
る
も
の
な
-
や
p
婿
た
叉
債
権
者
の
選
樺
に
徒
払
其

1
方
か
強
制

執
行
を
虜
す
rJ
ど
の
敦
カ
を
有
す
る
も
の
ど
属
し
得
る
や
否
や
が
疑
問
と
慮
る
の
で
め
る
Q

)

l
ヽ
ヽ

〓
'
ィ
､
猶
逸
菜
府
大
畢
教
授

Jaeg
er
氏

7
派
は
｢
前
の
萄
債
務
名
義
は
其
敦
カ
を
先
払
債
権
表
が
薪
な
る
債
名
義

′_＼

と
し
て
の
み
英
数
カ
を
有
す
る
の
で
あ
る
'
蓋
し
燭
逸
破
産
法
第
百
四
十
五
嬢

(日
破
二
四
二
傍
に
該
る
)
に
依
れ
ば

破
産
債
権
の
債
権
表

へ
の
記
載
は
破
産
債
棒
者
の
全
員
に
著
し
確
定
判
決
だ
同

一
の
致
カ

(確
定
カ
)
を
有
す
る
も
の

有
る
を
以
雪

徒
で
債
権
表
は
新
債
務
名
義
}J
L
で
常
債
務
名
義
に
優
先
し
且
英
数
カ
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
｣

三
吉

ふ
の
で
あ
っ
て
(竺

)
'
猫
逸
多
数
の
学
説
及
び
判
例
之
れ
に
後
ふ
の
で
あ
る
へ肇
1)
0

(註
こ

Jaeg
e
r
K

om
m
.伽
)
()4
.
A
n
m
.
7jo

(誼
二
J
M
en
tNC
]
K
om
m
.4
te
A
u
P

軸
】
声
A
n
m
.1
;W
o
lff
k
om
m
､
53te
A
u
n
.
8
]
64.A
n
n
.3
;S
te
in
･J
on
as
内
o
m
m
,
V
or
血
704
(
l
l.

F
alk
m
a
n
n
Z

w
a
n
g
s
vot1S.
S.1
)
;B
le
ye
r
3
te
A
uA.
伽
-
宏
A
n
m
I
S
a
;
S
y
do

w
-
B
u
sc
h
--K
n.cg
K
b
.
1
9
353
軸
1
6)4
A
n
m
rKj;
R
G
.
B
d

t1
S

S
.
297
;
H
a
m
b
u
rg

U
.8
.
J
a
m
.79J.C'G)
(in
J.
W
.
1
9
..06
,
S
.4
8
1
8
N
r
･
B

m
it
A

nm
.
v
o
n
J
a
eg
e
r)
J

T
･

炎
に

P
etersen-
K
lein
fetler
蒜

は
,
破
産
法
に
何
等
特
別
の
規
定
な
き
生
抜
て

債
権
者
は
以
前
の
贋
債
務

.IJ

'
'
'
P
P
'
'
P

名
義
又
は
新
債
務
名
義

(債
権
表
)
の
中
に
二
者
執
れ
か
む
選
揮
し
､
其
任
意
選
揮
し
た
る
債
務
名
義
を
以
て
債
務
者

に
射
し
韻
制
執
行
を
虜
す
rJ
yJ
計
一得
る
の
で
あ
る
tJ
説
明
す
る
り
で
あ
っ
て
'
之
れ
に
賛
向
す
る
者
79
秒
-
在
S
(琴
O

(註
)

P
etersentK
te
in
fe
tte
r
,
K

om
m
･伽

t64:A
nm
.4
;
O
e
tk
e
r
K
.
G
a
u
n
dbegr
ifFe

S.4
4
9
3
W

i】m
ousk
i･

K

uhlbaum
K

om
m
.
仙
)
6
4

破
産
和
議
事
績
上
り
債
横
井
と
債
務
名
義

(三
二
一)

九



第
五
十
五
懸

第
三
鏡

(三
二
二
)

】
○

A
n
m
.6
;
B
.
d
e
s

O
L
G
z

u
Jen
a,52
6
N
o
r
.
)
8887S
eu
ffert
A
r
c
h
iv
B
d
.
4
5
N
r
.
1
4
9
,
SIS:4
B
f
.

)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

二

枚

Seuffert
教
授
の
説
に
依
れ
ば
｢
債
梓
者
は
免
づ
萄
債
務
名
義
かe)利
用
せ
fTu
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て

.＼

此
事
は
猫
逸
破
産
法
第

1
六
四
億
第
二
項

(日
横
二
八
七
倭
)
が
民
事
諮
訴
法
第
婁

蒜
H倭
乃
至
第
七
九
三
億

(萄
民

詐
五

二
ハ
僚
乃
至
五
五
八
億
)
を
準
用
す
る
こ
1J
か
ら
生
ず
る
｡
狗
逸
民
訴
第
七
三
三
傑

(
日
民
訴
五
二
三
傑
)
は
同

i
の
常
春
者
に
封
す
る
再
度
以
上
の
執
行
力
あ
る
正
本
の
付
輿
は
嚢
に
骨
興
し
光
る
正
本
を
返
還
せ
き
る
ど
き
は
裁
判

長
の
命
令
あ
る
亡
き
に
於
で
の
み
之
れ
を
許
す
の
で
あ
っ
て
'
而
し
て
此
場
令
の
再
炭
の
戟
行
カ
あ
る
正
本
は
債
権
表

で
あ
る
か
ら
裁
判
長
の
命
令
な
き
取
ら
磨

債
務
名
義
が
其
執
行
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
L
竺
玄
ふ
の
で
あ
る
'
即
ち
同

教
授
の
意
見
に
依
れ
ば
'
第

1
の
執
行
力
正
本
は
奮
債
務
名
義
で
あ
-
.
債
権
表
は
第
二
次
的

二

足
の
催
件
の
下
に

付
輿
せ
ら
る
る
正
本
で
)
の
も
の
で
あ
る
至
芸
ふ
の
で
あ
る
(SeuH
ert.
D
eu
tSCh
es
K

･P
･R
･

S
･

392
N
ote
24)
0

四

t
r
イ
エ
カ
～

i
派
の
唱
ふ
る
萄
債
務
名
義
致
カ
の
滑
減
は
､
新
債
務
名
義

L'債
権
表
)
の
確
定
カ
よ
り
生
す
る
も

の
な
-
三
吉
ふ
も
､
比
論
線
は
洩
雷
で
な
い
様
に
恩
は
る
｡
蓋
し
民
事
訴
論
法
の
規
定
に
依
れ
ば
'
萄
債
務
名
義
の
効

力
は
消
滅
せ
き
る
二
だ
BFJ
為
る
の
で
p
即
ち
衝
債
務
名
義
が
薦
債
務
名
義
ビ
抵
触
す
る
乙
}J
あ
る
に
於
七
は
'
同
法
第

四
百
二
十
健
範

l
項
第
十
親
の
所
謂
再
審
事
由
に
依
-
新
債
務
名
義
に
薯
し
不
服
が
申
立
て
ら
れ
且
其
効
力
が
晴
滅
せ

し
め
ら
る
る
こ
M
k)承
り
､
其
結
果
萄
債
務
名
義
の
み
が
猶
ic,
英
数
刀
を
有
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
O
要
す
る
に
イ



エ
カ

ー
教
授
の
結
論
は
正
普
な
る
ぺ
し
だ
雄
藩
'其
理
由
付
け
が
不
雷
で
あ
る
(
v

l
g

･
D

r

FIub
e

rn
a
g

e
7
.

L
Z
.
2
6
Jah
rg
.

N
l

t
t
.

S
.
7
3
2)
o

P
J.
ヽ
ヽ
ヽ

＼､-ノ

l
t
.
故

K
oh
ter
致
授
は
'
イ
エ
カ
ー
教
授

1
派
其
他
の
学
説
ど
も
異
な
り
'
別
個
の
意
見
を
唱

へ
て
居
る
o
即
ち

一′し

債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
己
に
執
街
し
碍
べ
き
債
務
名
義

(V
.)1streckbarer
T
itel)
を
有
す
る
亡
き
は
'
破
産
手
壕

に
於
け
る
債
権
表

(K

onkurstab
etle)
は
'
見
翠
に
前
債
務
名
義
が
確
定
し
旦
不
服
申
宰

管
受
け
ざ
る
る
rJ
だ
を
衷
明

し
た
る
に
過
ぎ
7S
S
t
是
れ
恰
も
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
に
醤
す
る
不
服
単
連
を
許
さ
き
る
旨
を
確
定
す
る
判
決
と
同

'
'
'
'
'
'

l
で
あ
る
'
債
務
名
義
の
不
服
申
立
を
許
さ
ず
ど
の
判
決
を
以
て
は
執
行
を
為
す
を
得
ず
し
て
'
却
七
債
務
名
義
白
燈

に
依
っ
て
の
み
執
街
を
為
す
乙
だ
を
得
る
の
で
あ
る
O
従
て
破
産
法
第
百
六
十
四
僕

(日
破
二
八
七
僕
)
は
己
に
存
在

せ
る
執
行
力
あ
る
債
務
名
義

(帥
ち
執
行
力
あ
る
謹
書
執
行
力
あ
る
命
令
及
び
執
行
力
あ
る
判
決
)
に
関
す
る
場
合
に

1ヽ.一ノ

通
用
あ
る
O

然
し
二

執

行
力
あ
ら
5
71

る
判
決
に
閥
す
る
場
合
に
於
宅
は
英
判
決
は
債
権
表

へ
の
記
載
に
依
り
'
始
め
て

Ⅶt一川u

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
だ
虜
る
の
で
あ
る
三
試
ふ
の
で
あ
る
(A
rch
ir
f.
d
ie
C
ivilistisc
he
Prax
i
s

翌
.
8
1
,
S
.

390)O

要
す
る
に
'
コ

ー
ラ
-
教
授
は
己
に
債
務
名
義
が
存
在
す
る
場
倉
に
は
其
債
務
名
義
が
戟
街
カ
あ
る
79
の
ビ
虜
h
t
杏

ら

さ
る
場
金
に
は
債
権
表
が
執
行
力
あ
る
も
の
ど
承
る
の
で
あ
る
だ
罷
別
し
て
説
明
し
.
嘗
債
務
名
義
の
衆
力
が
滑
滅

す
る
や
否
や
に
付
で
は
何
も
顧
慮
し
貰
い
の
で
あ
る
0
然
し
破
産
法
第
二
百
八
十
壱
健

(禰
破

〓
ハ
四
億
)
の
規
定
よ

ち
し
て
同
数
授
生
壁
の
如
き
こ
場
倉
を
格
別
し
且
萄
債
静
名
義
の
存
す
る
場
食
に
は
其
債
務
名
義
が
債
樺
表
と
関
係
覆

破
産

･
和
議
手
繰
上
の
倍
増
表
と
債
務
名
義

(三
二
三
)

二



第
五
十
五
奄

第
三
沸

(
三
二
四
)

]
二

-
執
行
力
を
有
L
t
従
て
債
権
表
が
執
行
力
な
し
U
の
結
論
を
生
す
る
で
あ
ら
う
乎
大
に
疑
問
な
き
を
得
覆
い
の
で
あ

っ
て

寧
ろ
斯
る
解
洋
は
何
機
よ
り
は
出
で
き
る
も
の
な
ら
だ
倍
せ
ら
る
｡

五

ヽ
ヽ

叫
'
私
は
'
破
産
法
に
於
七
は
'

l
切
の
債
務
名
義
は
破
慶
債
権
表
に
吸
収
せ
ら
れ
'
総
て
他
の
債
務
名
義
は
債
椿

ヽ
ヽ

表
を
併
存
す
る
rJ
亡
を
得
ざ
る
に
至
る
7P
の
在
り
ビ
考

へ
る
.
道
は
破
産
手
繰
が
普
通
の
訴
語
手
唐
を
吸
引
し
(A
t

trak

tiokraft)'
経
て
萄
債
務
名
義
が
除
去
せ
ら
る
る
の
結
果
よ
り
生
ず
る
も
の
ど
思
惟
す
る
O
以
下
伺
詳
細
に
之
れ
を
説
明

す
る
｡

F
れu

〓
'
イ
'
破
産
法
第
十
六
健
に
依
れ
ば
､
破
産
債
権
は
破
産
手
唐
に
依
る
に
葬
れ
ば
之
れ
な
行
ふ
こ
と
を
得
な
い
の

(

で
あ
る
'
左
れ
ば
破
産
に
干
興
せ
る
破
産
債
権
者
は
'
其
債
権
を
破
産
法
の
事
績
規
定
に
依
も
て
の
み
行
使
し
得
る
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

過
ぎ
な
い
O
従
て
債
権
者
は
其
債
権
を
普
通
の
談
論
手
唐
に
依
っ
て
訴
求
す
る
hd得
老
い
の
で
あ
る

(所
謂
訴
開
始
の

ヽ
ヽ

禁
止
)
O
之
れ
に
由
て
観
れ
ば
'
破
産
債
権
者
か
破
産
者
に
瀞
す
る
訴
謎
は
'
相
手
方
が
破
産
者
た
る
の
故
を
以
て
､
普

通
訴
漆
に
依
る
躍
御
保
護
の
要
求
を
属
す
こ
l巳
む
得
有
5,0
普
通
訴
議
に
於
で
督
尊
者
の

一
方
が
破
産
者
家
h
lや
否
や

は
'
裁
判
所
職
権
を
以
て
之
れ
を
調
査
す
べ
き
事
項
に
属
す
る
(註
1
)O
債
務
者
破
産
の
場
合
に
は
'
債
権
者
は
破
産
債

権
表
へ
の
記
入
の
褒
め
の
届
出
に
の
み
に
制
限
せ
ら
れ
'
届
出
債
権
の
異
議
あ
る
場
倉
に
h
rで
の
み
'
債
権
者
は
破
産

法
上
特
に
定
め
あ
る
債
権
確
定
事
績
に
依
り
其
保
護
を
求
め
得
る

に
過
ぎ
在
S
の
七

あ
る
(破
二
四
六
保
･3
下
)
｡
要
す



ヽ
ヽ

る
に
普
通
の
詐
語
手
府
は
破
産
手
府
に
段
引
せ
ら
れ
た
る
翁
め
.
萄
債
務
名
義
だ
新
債
務
名
義
1J
の
餅
立
を
許
す
べ
き

で
在
-
.
従
て
普
通
詐
語
に
依
る
債
務
名
義
は
､
破
産
法
の
債
括
表

(新
債
務
名
義
)
以
外
に
其
敦
カ
を
有
す
る
rJ
と

な
き
に
萱
-
'
却
て
債
権
表
の
み
か
異
教
カ
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
(琴
3'
｡

(建
一)
Jaeger
K
om
m
･i
)
a

A

nm
･6
;W
ach
fiandbuch
i.伽
は
N
ote
18.

(誌
二
)
()r･
H
u
be
rnagel
LZ
.26
1ahrg,N
r･
)
1
S
.
7
3･31

7
･
訴
蕗
が
破
産
手
繰
開
飴
前
己
に
虎
醸
せ
る
場
合
に
於
七
は
,
其
謙
語
事
績
は
其
後
の
破
産
開
始
に
依
り
中
断
せ

bt一柑ロ

ら
る

(民
訴
二

1
四
燥
)
｡
訴
談
の
中
断
は
'
裁
判
所
の
裁
判
在
-
叉
裁
判
所
及
び
営
夢
者
の
認
識
如
何
に
拘
ら
ず
法
律

上
普
然
生
す
る
の
で
あ
る

(Jaeg
er
K
om
m
･
S
I
O
.
A
n
m
･1
;
Stein
IJo
n
as
Z
P
O
.
S
2
4
0
1.
3)｡
破
産
者
が
訴
語
代
理

人
に
依
り
代
理
せ
ら
る
る
場
合
に
於
七
も
亦
訴
露
の
中
断
は
鐘
す
る
(民
訴
二
二
二
僕
は
反
封
在
り
)
｡
即
ち
訴
訟
は
破

ヽ
ヽ

産
開
始
に
依
り
て
中
断
せ
ら
れ
p
従
で
訴
語
の
舵
唐
が
禁
止

(V
erbo

t

d
erP
r
oZeSSfortsetZ
u
n
g
)
せ
ら
る
る
rJ
}J
ど

な
る
｡
而
し
て
債
権
が
債
権
表
の
記
入
に
依
わ
で
確
定
し
た
る
亡
き
は
'
訴
諮
手
癖
は
最
早
之
れ
を
蔚
街
す
る
乙
.yJ
の

必
要
を
見
な
い
.
蓋
し
中
断
に
依
る
受
鹿
は
箕
中
断
せ
ら
れ
た
る
訴
議
に
付
き
其
日
的
た
る
請
求
が
軍
め
る
亡
き
に
限

る
も
の
な
る
に
拘
ら
ず
(破
二
四
〇
僕
二
項
､
二
四
六
催
塵
照
)
'
其
請
求
は
債
権
表
の
記
入
に
依
り
軍
払
な
き
も
の
と

し
て
確
定
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
O
次
に
債
権
者
が
債
務
名
義
を
有
せ
L
も
P
債
務
者
が
之
れ
に
著
し
上
訴
を
提
起
し

其
訴
談
が
裁
判
所
に
鬼
畜
中
英
債
務
者
に
於
て
破
産
の
宣
告
を
受
け
光
る
亡
き
は
'
訴
談
は
中
断
せ
ら
れ
'
徒
て
其
列

破
産
･
和
議
事
績
上
の
債
樺
乗
と
債
静
名
義

(
1771二五
)

】
三



第
五
十
五
魯

第
三
携

(三
二
六
)

]
四

決
の
確
定
カ
は
遮
断
せ
ら
れ
又
訴
語
手
癌
は
債
権
調
査
に
移
韓
し
且
其
訴
諮
,fJ
食
ら
光
る
請
求
は
'
債
権
表
の
記
入
如

ヽ
ヽ

何
の
事
績
に
時
化
す
る
の
で
あ
る
｡

､ヽーノ';

債
権
の
存
否
に
付
き
寧
生
じ
其
訴
語
が
裁
判
所
に
提
起
せ
ら
れ
ん
だ
し
叉
は
其
訴
語
が
受
遼
せ
ら
れ
ん
ど
す
る

rHl
u

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

場
合
に
於
て
は
'
其
訴
談
は
給
付
訴
諮

(L
eist
ungsk
tag
e)
1J
し
て
に
あ
ら
ず
し
て

却
て
確
定
訴
諮

(即
ち
腰
骨
が

破
産
事
績
に
於
で
届
出
で
た
る
債
梓
が

一
定
の
額
に
於
で
確
足
せ
ら
る
べ
包畠

の
訴
諮
)
9)
し
て
提
起
又
は
受
蒐
せ
ら

れ
ね
ば
在
ら
ぬ
の
で
あ
る
(Jaeg
er
K
.
m
m
,
S
146
A
n
m
･)2)'
其
結
果
債
務
名
義

(確
定
せ
き
る
)
は
'
訴
添
事
績

に
於
で
其
猫
立
性
を
失
望

徒
y
債
権
表
の
更
正
だ
腐
り
且
其
更
正
を
以
て
戟
街
力
め
る
確
定
的
の
債
務
名
義
yJ
有
る

の
で
あ
る
O

可
･
債
梧
者
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
叉
は
終
局
判
決
あ
る
債
椿
だ
雄
,p
,
破
産
尊
顔
に
依
豊

壷

皆
を
受
け
ん
だ

(
せ
ば
'
債
権
者
は
其
債
樺
を
届
出
期
間
内
に
届
出
て
且
調
査
を
経
て
之
れ
を
債
権
表
に
記
入
し
貰
は
ね
ば
在
ら
沿
こ
と

は
前
記
の
如
-
で
あ
っ
て
'
之
れ
h
t看
れ
ば
'
即
ち
債
務
名
義
は
破
産
手
繰
に
放
牧
せ
ら
れ
光
る
79
の
在
る
rJ
だ
が
明

白
で
あ
る
｡

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判
決
あ
る
債
樺
に
付
て
異
議
を
述
.I(
ん
と
す
る
者
は
'
破
産
手
樺
が
威
す
rJ
f̂J
を

得
.,(
き
訴
談
手
繰
に
依
り
て
の
み
'
其
異
議
を
主
張
す
る
rJ
E
を
得
る
の
で
あ
っ
て
(破
二
四
六
傑

1
項
).
即
ち
確
定

せ
る
終
局
判
決
に
封
し
て
は
'
再
審
の
訴
に
依
-
'
叉
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
表
示
す
る
債
権
に
勤
し
で
は
'
請
求



に
関
す
る
異
議
(民
訴
五
四
六
傍
'
五
六
〇
使
乃
至
五
六
二
健
)
に
依
ら
'
確
定
せ
ざ
る
終
局
判
決
に
勤
し
で
は
'
上
訴

に
依
-
'
其
異
議
を
主
張
せ
ね
は
有
ら
ぬ
の
で
あ

る
O
而
し
て
異
議
者
は
'
債
権
表
に
記
載
し
た
る
事
項
に
付
て
の

み
'
債
権
確
定
の
許
を
起
す
べ
二

又
破
産
宣
告
潜
時
訴
認

(再
審
'
異
議
の
訴
叉
は
上
訴
)
が
繋
属
せ
る
亡
き
は
'

其
訴
畝
は
原
告
側
の
破
産
に
因
り
中
断
せ
ら
れ
(民
訴
二

1
四
傑
)
'
異
議
者
に
於
て
債
権
者
を
相
手
方
}J
し
て
其
訴
議

を
受
庵
が
ね
ば
な
ら
将
の
で
あ
る
｡
而
し
て
其
訴
語
に
於
て
異
議
者
が
勝
訴
の
裁
判
を
得
た
る
亡
き
は
'
債
梧
表
の
更

正
を
求
め
(民
訴
二
四
九
倭
)
'
政
の
更
正
せ
ら
れ
た
る
債
権
表
に
依
り
雪

債
権
者
は
配
雷
を
求
ひ
る
か
又
は
垂
-
其

債
権
表
よ
h
除
去
せ
ら
る
か
執
れ
か
で
あ
る
｡

三
丁要
す
る
に
'
確
定
せ
ftJる
債
務
名
義
及
び
確
足
せ
る
債
務
名
義
も
'
共
に
破
産
事
績
に
於
七
は
'
債
権
表
な
る

ヽ
ヽ
ヽヽ
▼ヽ

新
債
務
名
義
に
特
化
し
光
る
も
の
三
石
ふ
べ
き
で
あ
る

(D
r･
Iiu
gern
age
t,
L
･Z
･
B
d･
26,
N
r･
t
t
.
S
･
773fr･)
｡
従

て
破
産
事
績
終
結
後
に
於
て
は
'
債
樺
者
が
未
済
残
額
債
権
に
付

き
'
破
産
者
た
り
し
債
務
者
に
著
し
強
制
戟
街
を
翁

ヽ
l
ヽ
ヽ
,ヽ

さ
ん
正
せ
ば
'
債
権
表
在
る
新
債
務
名
義
に
依
り
て
の
み
之
紅
を
濁
す
乙
亡
を
要
す
る
も
の
三
吉
ふ
べ
き
で
あ
る
O
換

言
す
れ
ば
'
萄
債
務
名
義
は
特
化
に
依
-
滑
減
に
鋸
し
取
る
7P
の
な
る
が
故
に
'
該
名
義
に
依
-
て
は
'
債
権
者
は
債

務
者
に
勤
し
碍
制
執
行
を
為
す
rJ
E
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
萄
債
務
名
義
が
英
数
カ
を
失
ふ
旨
の
私
の
結
論
は
'
イ
エ

カ

ー
教
授

7
派
の
説
明
/̂J
同

一
在
る
亀
.
然
し
其
理
由
付
け
が
同
教
授

一
派
の
そ
れ
を
異
な
る
の
で
あ
る
.

六

破

･
産
和
議
事
故
上
の
債
樟
表
と
債
務
名
義

(三
二
七
)

1
五



第
五
十
五
懸

第
三
碗

(
三
二
八
)

〓
t.

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

l

ヽ

.ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

次
に
進
ん
で
'
和
議
手
麿
に
焚
け
る
債
権
表
yJ
和
議
開
始
前
に
己
に
存
す
る
債
務
名
義
亡
の
関
係
に
付
き
説
明
を
試

ひ
る
乙
だ
yJ
す
る
｡

f
.
和
議
事
績
に
於
で
も
'
破
産
手
癖
に
放
け
る
ビ
同
じ
-
'
和
議
債
権
の
届
出
.,J
債
権
表
の
作
成
亡
の
二
者
あ
る

も
'
其
届
出
及
び
債
権
表
の
効
力
及
び
目
的
が
.
破
産
手
繰
に
於
け
る
そ
れ
,fJ
大
に
異
な
る
の
で
あ
る
｡
裁
判
所
は
'

和
議
開
飴
決
定
･fJ
同
時
に
債
権
届
出
期
間
を
足
ひ
る
の
で
あ
っ
IyJ
.
其
期
間
は
決
定
の
日
よ
と

一週
間
以
上
二
月
以
下

在
る
rJ
.fJ
を
要
す
る
(和
二
七
億

7
項

1
畿
)
o
此
届
出
は
'
破
産
手
簡
の
場
合
.,J
異
な
ゎ
ノ'
聾
に
債
権
者
集
骨
に
於
て

債
権
者
が
和
議
決
議
の
薦
め
に
議
決
を
街
ふ
の
権
利
を
取
得
す
る
を
得
る
が
薦
め
に
過
ぎ
な
S
の
で
あ
る
0
加
之
'
和

議
手
番
に
於
Y
は
'
破
産
手
綾
の
場
食
の
如
-
に
'
債
権
調
査
及
び
債
権
確
定
の
必
要
な
m
Jの
み
な
ら
ず
'
配
皆
の
事

績
も
老
い
の
で
あ
る
の
で
'
従
y
届
出
は
'
債
権
確
定
の
盛
砂
の
債
権
調
査
及
び
其
確
足
並
に
配
管
貰
施
望
馴
提
1J
承

る
も
の
で
75
5
の
で
あ
る
0
而
し
て
其
届
出
は
'
届
出
期
間
後
の
も
の
で
あ
り
で
も
.
和
議
管
財
人
及
び
整
理
委
員
が

債
樵
老
集
合
に
於
け
る
議
決
権
行
使
の
能
否
及
び
其
範
陶
の
調
査
を
翁
し
得
る
時
ま
で
'
之
れ
を
濁
す
rJ
ぎ
曾
得
る
も

の
ど
解
す
べ
き
で
あ
る
(加
藤
博
士
和
議
法
六
三
裏
法
車
重
集
)

0

ヽ
■_
I

債
樺
届
出
あ
る
亡
き
は
'
裁
判
所
書
記
は
'
債
権
表
を
作
り
之
れ
に
債
権
者
の
氏
名
及
住
所

｡
債
権
の
額
及
原
因
.

優
先
標
あ
る
亡
き
は
其
権
利
並
に
別
陵
接
着
が
別
除
梓
の
行
使
に
困
り
で
拝
折
を
受
-
る
rJ
だ
を
髄
は
き
る
.,(
き
債
権

を
記
載
す
る
こ
ぞ
を
要
す
る
の
み
覆
ら
ず
'
其
債
権
表
の
謄
本
を
和
議
管
財
人
及
び
整
理
委
員
に
交
付
す
る
pJ
Jヾ
を
要



す
る
(和
四
五
健
破
二
二
九
億
J
｡
而
し
て
債
権
表

へ
の
債
権
額
其
他
の
記
載
は
債
接
着
の
議
決
権
に
関
す
る
調
査
及
び

債
務
者
の
財
産
調
査
の
薦
め
に
必
葵
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(同
博
士
閣
六
室
員
)
O
和
講
事
績
に
於
'tJ
は
'
前
記
の
如
-

債
権
確
定
の
為
め
の
債
権
調
査
な
き
を
似
て
､
隆
イし債
権
表
の
債
権
の
記
蔵
は
'
破
産
法
第
二
百
四
十
二
倭
及
び
第
三

百
二
十
八
億
の
規
定
す
る
所

F̂J
異
覆
り
P
破
産
債
権
者
の
雪

国
及
び
破
産
者
に
薯
し
確
定
判
決
P,J
同

山
の
衆
力
を
有
せ

き
る
の
み
有
ら
ず
'
債
接
着
は
和
議
効
力
登
生
後
債
権
表
に
基
き

て
債
務
者
の
財
産
に
繋
し
強
制
執
行
を
属
す
rJ
.,J
を

得
な
い
の
で
あ
る
.

ー
ノ

〓
'
イ
'
要
す
る
に
'
和
議
手
番
に
於
七
は
p
破
産
手
機
に
於
て
鯖
め
イ
〉創
設
せ
ら
る
る

｢
確
定
判
決
AfJ
固

1
の
効

′し

力
を
有
す
る
債
権
表
L
の
如

き
TJC
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
O
経
て
和
議
効
力
登
産
後
に
於
y
債
務
者
の
財
産
に
常

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
領
制
執
行
を
属
す
場
合
に
p
和
議
開
始
前
よ
-｡
存
せ
る
確
定
判
決

(及
び
其
他
の
債
務
名
義
)
の
み
か
'
和
議
修
件

に
抵
鯛
せ
ざ
る
範
囲
内
に
於

で㌔
其
親
衛
力
を
看
す
る
も
の
や
あ
っ

イLp
和
議
開
始
後
に
於
け
る
債
務
名
義
在
る
も
の

を
問
題
に
す
る
必
要
が
固
よ
ゎ
起
ら
ぬ
の
で
あ
る
O
是
に
依
っ
て
看
れ
ば
､
和
議
手
樽
上
の
債
権
表
に
付
て
は
'
破
産

手
積
上
の
間
題
YJ
同

一
の
開
題
は
､
盈
然
塗
せ
胆
評
で
あ
っ
イし
.
解
決
は
極
-
容
易
で
あ
る
O

ー
ノ

我
が
大
審
院
轟
五
民
事
部
は
昭
和
八
聖

二
旦

二
日
附
を
以
でし伺
七
年

オ
琴

南

二
六
故
事
件
に
付
き

｢
和
議
債
棒

ニ

付
和
議
開
始
前

ヨ
ヅ

存
セ
シ

債
務
名
義

が
和
議
機
倖

二
抵
鰯
セ
サ
ル
範
園
内

二
於
夕
和
議
効
力
発
生
後
J･畢
竜
其
ノ
執

行
力
ヲ
有
ヌ
ル

モ
ノ
か
ス
｣
だ
刊
示
し

(判
例
袋
要

義

閤
畿

〓
皿
貢
)
且
英
説
明
を
L
tJ
｢
和
議
債
権

二
基
ク
強
制

感
･
産
和
議
事

績
止
の
慣
梯
蒙
と
債
勝
名
義

(三
二
九
)

】
七



第
五
十
五
番

第
三
既

(三
三
〇)
)
A

執
行

ハ
其
和
議
僚
件

二
拘
束
セ
ラ
レ
サ

ル
範
囲
内

二
於
テ
'1
和
議
ノ
効
力
教
生
後
卜
経
国
ヨ
リ

之
ヲ
膚
ス
ヲ
妨
ケ
ス
'

蓋
和
議
法
第
五
十
八
陳
後
段
',

債
務
者
ヲ
シ
テ
英
経
済
的
更
生
ノ
首
途

二
於
テ
忽
チ
強
制
執
行
ノ
厄
蓮

二
際
禽
セ
シ
ム

ル
コ
ト
ノ
夫
ノ
予

へ
テ
之
ヲ
奮
フ
ノ
寒

二
整
ヒ
和
議
ヲ
シ
テ
墨
文

三
1
ラ
シ
ム
ル
コ
･L
ヲ
防
ク
ノ
法
意
ク
ル

エ
止

マ

リ
'
和
議
開
始
前
守
り

存
セ
シ
執
行
名
義
ノ
戟
行
カ
ヲ
雷
然

二
除
却
ス
ル

ノ
趣
旨

二
非
ラ
ス
'
此
事

',
和
議
ノ
成
立

rl

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

和
議
債
権
ヲ
壁
シ
テ
新
ナ
ル
別
個
ノ
債
権
卜
翁
ス
カ
如
キ
効
力
ノ
有
セ
サ
ル
コ
ト
及
和
議
法
第
五
十
七
億

ニ
'l

夫
ノ
強

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
一
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

制
執
行
′
場
合

二
於
ケ
ル
破
産
法
鞄
三
百
二
十
八
傑
ヲ
準
用
ノ
外

二
置
ケ
ル

h
ト
ニ
微
ス
ル

モ
亦
之
ヲ
窺
フ
二
足
ル

モ

ノ
ア
リ
｣
だ
判
示
し
た
る
は
(同
十
九
頁
以
下
)
'
困
よ
ら
五
箇
で
あ
っ
て
私
の
費
同
す
る
朗
で
あ
る
O

T
p
鵜
過
に
於
け
る
賓
際
及
び
畢
詮
は
如
何
に
や
三
吉
ふ
に
,
猫
逸
和
議
法
に
於
七
は
我
が
和
議
法
に
定
め
な
き
鹿

ntt川じ

足
を
設
け
て
あ
る
｡
即
ち
和
議
手
檀
上
の
債
権
表
に
付
Y
執
行
力
を
附
興
し
た
鮎
で
あ
っ

V.
此
等
は
'
猫
逸
破
産
法

ヽ
ヽ

第
七
十
五
修
は

｢
更
正
セ
ル

債
権
者
衷

二
認
諾
セ
〝

モ
ノ
･L
シ
テ
附
記
セ
ル

債
権
't

債
務
者
卜
共

二
其
債
務
ヲ
履
行
ス

へ
キ
コ
t
ノ
義
務
ヲ
先
訴
の
祝
祷
ノ
箇
使
ナ
ク
シ
テ
和
議

二
於
グ
引
受
ケ
ク
ル

者

二
封
シ
債
権
者
衷
ノ
抄
本
ヲ
附
加
シ

ク
ル

認
可
和
議

二
基
キ
民
事
訴
認
法
第
七
百
二
十
四
様
乃
至
第
七
百
九
十
三
億
ノ
規
定
ヲ
準
用

シ
テ
強
制
執
行
ヲ
兼
ス

n
･L
ヲ
許
サ
ル

｣
だ
規
定
し
あ
る
に
由
っ
て
明
か
で
あ
る
o
左
れ
ば
猫
逸
の
畢
界
及
び
判
例
に
於
て
は
'
和
議
開
始
前

よ
り
存
せ
し
債
務
名
義
ど
債
権
者
衰
亡
は
'
和
議
効
力
教
生
後
二
者
執
れ
が
債
務
名
義
だ
為
る
か
叉
は
二
者
共
に
債
務

名
義
だ
為
る
か
が
問
罵
}J
薦
る

の

で
あ

る
.
而
し
て
通
説
は

｢
和
議
事
績
に
於
て
は
'
破
産
手
横
に
於
け
る
ビ
具
有



.｢h
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-
'
和
議
開
始
前
に
鍾
せ
る

1.
切
の
効
力
を
和
議
に
吸
引
す
る
も
rの
に
あ
ら
ざ
る
を
以
羊
.
従
三

一着
共
に
債
務
名
義

だ
為
り

債
権
者
が
其

叫
を
選
揮
し
て
債
務
者
に
暫
し
強
制
執
行
を
弟
し
縛
る
の
で
あ
る
｣
?,J
解
す
る
の
で
あ
る
(註
)0

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(註
)

通
航
を
探
る
聾
者
t
'
K
icsow
V
g
l.
0
.1
932
i
7
tS
V
i
i
l
;琵
ay
er
K
om
m
.3998
紬
75
A
･il
m
1
;E
isold
V
O
i
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A
n
m
･4
;
L
u
caS
伽

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

7
6
･
V

;
L
evy
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eA
u
fi.
S
.
107
;
H
u
b
ern
ag
et
L
rZ
.i)i.,Ja
h
r
g
,
Nr
.

己

S
.735
f
;
R
G
.
B
d
jE3B
I
S
.tt
E3;
然
る
に
反
之
B
ley

l
叛
は
､
債
械

老
来

のみ

か
債
務
名
義
と
屠
る
と
解
し

(
B
tey
K

on･T
.
1930
S
.6
9
g
;
D
rM
h
nNel
I{on-T
.
一
9.･31
1S
.
1
46
f
f
;

D
ie
s
t
e

r
J.W
.
】
93
4"00
8
8a.
而

ヽ
ヽ
ヽ

し
て

｢
ハ
シ
.P
か
三

捜
訴
院
に
和
議
開
始
前
よ
り

生
ぜ
ろ
債
権
名
義
が
執
行
力
な
有
し
僚

槽
者
表
は
戦
列
上
り
確
定

カ
を
有
せ
ず

と
剣
示

し
て
居

ろ

(

O
L
G
･
H
a
m
b
u
rg
L5
,N
o.19比9
)K
T
.
l
器
o
s
..JOS
N
r.4
)｡

(
昭
和
八
年
七
月
三
十

二
E
脱
稿
)

破
産

･
和
諸
事
綾
上
の
僚
機
表
と
債
務
名
義

(
三
三
こ

一
九


